
「SafeworK向上宣言」は、宮城労働局及び県内の各労働基準監督署のほか、上記の関係団体が運営しています。

様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

株式会社　岡田電気工事

宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和8年4月1日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、安全こそが経営の基盤であり、社員一人ひとりが掛けがえのない財産である

ことを深く認識し、全員が安心して技術を発揮できる職場づくりを推進することを宣

言します。

１．安全衛生管理体制の強化： 責任の所在を明確にし、現場パトロールを通じて不

安全状態の早期発見・是正を徹底します。

２．健康管理の推進： ワークライフバランスを重視し、過重労働の防止とメンタル

ヘルスケアに努めます。

３．教育の充実： 電気工事の専門技術だけでなく、リスクアセスメント能力を高

めるための安全教育を継続的に実施します。

私たちは、事業主の宣言に基づき、プロの電気工事士としての誇りを持ち、『不安

全行動をしない・させない』作業を徹底することを誓います。

１．基本ルールの遵守： 作業前ミーティング（KY活動）を確実に行い、手順書に

基づいた安全作業を徹底します。

２．相互注意（声掛け）： 現場での「安全一声運動」を励行し、チームワークで

ヒューマンエラーを防止します。

３．異常時の対応： 予定外の事態や不安を感じた場合は「一旦作業を止める・報

告する」を勇気を持って実行します。


